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⾃動⾞整備業界の現状と⾃動⾞リースへの影響
 リース会社が、⾃動⾞の点検/⾞検、整備/修理等の⾞両管理も⾏うメンテナンスリース契約は、⾃動⾞使⽤者（主に法⼈、

以下顧客）にとって、⾞両管理事務の省⼒化につながるため、幅広く利⽤されている。
 当社においては、法⼈の顧客を中心に計約５０万台ご契約いただいている。
 一方で、国内の⾃動⾞整備⼯場の廃業件数増加や整備⼠不⾜の影響により、メンテナンスリースにおける⾞両管理サービス

提供への影響が発生している。
 具体的には、顧客が使⽤する⾃動⾞の点検や整備を実施するにあたり、整備⼯場を確保できないため、適切な時期に点検、

修理ができない等のケースが全国的に増加してきている。

＜「⾃動⾞整備業」の倒産・休廃業解散件数推移＞ ＜メンテナンスリースの関係性＞

帝国データバンク︓https://www.tdb.co.jp/report/industry/250504_seibi25fy/

メンテナンス業務委託契約・ ⾃動⾞

⾃動⾞
リース会社

点検/修理費の⽀払い 整備会社

点検・修理

リース契約

リース料⾦の⽀払い※
⾃動⾞
使用者※点検・整備費もリース料⾦に含まれる

（主に法人）
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「限定訪問特定整備制度」の概要と制限
 2025年6⽉の道路運送⾞両法施⾏規則の改正により、「訪問特定整備」「限定訪問特定整備」制度が導⼊され、一定の条

件下で、⾃動⾞使⽤者の⾃宅等において特定整備※を実施することが可能となった。
※特定整備とは、ブレーキ等の装置を取り外す分解整備や電子制御装置に関する整備であり、認証⼯場での実施が必要
な作業である。 

 一方、「限定訪問特定整備」制度では、事故や故障に伴う“修理”目的の場合に限り一部の特定整備が認められているものの、
点検を⾏った結果、修理や交換が必要となった場合の特定整備は認められていない。そのため、実質的には点検を⾏うことがで
きない制度となっている（次⾴参照）。 

 また、制度上の作業範囲についても、商業⾞や軽⾃動⾞で採⽤されることの多いドラムブレーキ整備が対象外となっているため、
⾞両種類によって制度活⽤に差異が生じている。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jid 
osha_fr9_000033.html 

（注）なお、「訪問特定整備」制度は、認証⼯場と同等の設備要件を満たす場所での実施が求められており、実務上、対応可能
な場所が限られている。 2 



＜ご参考＞ブレーキの方式と特定整備の関係 
 ディスクブレーキは、一般的な乗⽤⾞で多く採⽤されている方式。点検時に、修理・交換をするケースが多く、特定整備（分解

整備）に該当する可能性が高い。 

 ディスクブレーキは、目視による点検が可能であるが、点検の結果、ブレーキパッドの交換が必要となった場合は特定整備に該
当し、現状の制度上、訪問での対応はできないため、認証⼯場に⾞両回送が発生する。 

 ドラムブレーキは商業⾞や軽⾃動⾞で多く採⽤され、点検には分解が必須となるため、現⾏制度では訪問整備の対象外と
なっている。
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訪問による法定点検のメリット
 メンテナンスリース契約先である法⼈顧客（⾃動⾞使⽤者）は、一度に複数台の⾞両を導⼊、⼊替えすることも多いことか

ら、同時期（特に3⽉）に数十台規模の法定点検実施が集中することもある。 

 このような場合、法⼈顧客・整備⼯場・リース会社間での⽇時調整や各⾞両を一台ずつ整備⼯場へ回送する業務負担が
大きく、時間・⼈⼿・コストの⾯でも非効率である。 

 ⾃動⾞整備⼠が法⼈顧客の⼯場等へ訪問し、複数台をまとめて点検できる仕組みが導⼊されれば、リース会社は法⼈顧
客に提供できる点検方法が増え、かつ法⼈顧客にとっても⾞両稼働率低下の抑制に繋がるため、サービス満⾜度を高めら
れる。特に、法定点検は毎年実施することが定められているものであり、効率化の影響も大きい。
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訪問による法定点検の実施を提案
●提案内容
訪問による法定点検実施を実現するために、以下2点の検討を進めていただきたい。 

① 現⾏の「限定訪問特定整備」制度において、点検の結果、発生した特定整備も対象と認めていただき、訪問による法定点
検が実施できる環境を整えていただきたい。 

② 且つ、「限定訪問特定整備」の作業範囲に「ドラムブレーキの分解」の項目も追加していただき、訪問整備の対象⾞両の拡
大を進めて頂きたい。

●期待される効果 

 整備⼯場の業務効率化（⼊出庫対応の削減等）による、⾞検や重要な修理等、認証⼯場で実施すべき整備の対応余
地の確保。 

 法⼈顧客（⾃動⾞使⽤者）の⾞両稼働率低下の抑制、点検実施率の向上（⾞種問わず） 

 リース会社の顧客へ提供するメンテナンスサービスの品質向上。
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＜ご参考＞実施規定について
『⾃動⾞特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を⾏う場合の実施規程』第2条2項
限定訪問特定整備（安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全を図ることのできる場所 （前号に規定する場所を
除く。）において特定整備のうち次に掲げるもの（法第四十八条第二項の規定において読み替えて準⽤する法第四十七条
の二第三項の「整備」又は法第九十四条の五第 一項の「整備」に該当するものを除く。）を⾏うことをいう。以下同じ。）

https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001879713.pdf 

読み替えて
準⽤する
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